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公益財団法人日本バスケットボール協会 

審判員および審判インストラクターに関する規程 

 

第１節 総則 

 

第１条〔目 的〕 

本節の規定は、本協会に登録されたバスケットボール競技の審判員（以下「審判員」という）および審判員の指導

者（以下「審判インストラクター」という）の資格および地位に関する事項を定めることを目的とする。 

 

第２条〔本協会の統制〕 

本協会は、日本国内において行われる全てのバスケットボール競技の審判に関する事項について統制する権

限を持つ。 

 

第３条〔公式試合の審判員および審判インストラクター〕 

① 本協会に登録された審判員以外の者は、日本国内における一切の公式試合の審判活動を行うことはでき

ない。ただし、本協会が招聘した外国人審判員はこの限りではない。 

② 本協会に登録された審判インストラクター以外の者は、日本国内における一切の公式試合の審判員を指導

または評価審査することはできない。ただし、本協会が招聘した外国人審判インストラクターはこの限りでは

ない。 

 

第４条〔登録年度〕 

本規程における「年度」とは資格登録年度を指し、毎年４月１日より翌年３月３１日までの１年間とする。 

 

第２節 審判員の資格（認定・更新） 

 

第５条〔審判ライセンスの種類〕 

審判員の資格（以下「審判ライセンス」という）の種類は、次の６種類とする。 

(1) Ｓ級審判員 

(2) Ａ級審判員 

(3) Ｂ級審判員 

(4) Ｃ級審判員 

(5) Ｄ級審判員 

(6) Ｅ級審判員 

 

第６条〔審判ライセンスの技能の区分〕 

① Ｓ級審判員は、本協会が主催または管轄する全てのバスケットボール競技の競技会（以下「試合」という）の

審判員を務める技能を有する者とする。 

② Ａ級審判員は、本協会が主催または管轄する全国規模の試合の審判員を務める技能を有する者とする。

なお、Ａ級審判員で特に優れた技能を有すると本協会が認めた者については、B リーグおよびバスケットボ

ール女子日本リーグの試合の審判員を務めることができる。 

③ Ｂ級審判員は、本協会が主催または管轄するブロック規模の試合の審判員を務める技能を有する者とす

る。なお、Ｂ級審判員で特に優れた技能を有すると本協会が認めた者については、B リーグおよびバスケッ

トボール女子日本リーグの試合の審判員を務めることができる。 

④ Ｃ級審判員は、都道府県バスケットボール協会が主催または管轄する全ての試合の審判員を務める技能

を有する者とする。 

⑤ Ｄ級審判員は、都道府県バスケットボール協会が主催または管轄する地区・市区郡町村規模の試合の審

判員を務める技能を有する者とする。なお、Ｄ級審判員で特に優れた技能を有すると都道府県バスケットボ

ール協会が認めた者については、都道府県規模の試合の審判員を務めることができる。 

⑥ Ｅ級審判員は、都道府県バスケットボール協会が主催または管轄する地区・市区郡町村規模の試合の審

判員を務める技能を有する者とする。 

 

第７条〔審判ライセンスの認定〕 
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① Ｓ級審判員の審判ライセンスは、Ａ級審判員のうちから、Ｓ級審判ライセンス認定講習会において適格と認

められた者に対して本協会が認定する。 

② Ａ級審判員の審判ライセンスは、Ｂ級審判員のうちから、Ａ級審判ライセンス認定講習会において適格と認

められた者に対して本協会が認定する。 

③ Ｂ級審判員の審判ライセンスは、Ｃ級審判員のうちから、Ｂ級審判ライセンス認定講習会において適格と認

められた者に対して所属の都道府県バスケットボール協会が認定する。なお、認定にあたっての審査基準

については、本協会審判委員会が定める。 

④ Ｃ級審判員の審判ライセンスは、Ｃ級審判ライセンス認定講習会において適格と認められた者に対して所

属の都道府県バスケットボール協会が認定する。なお、認定にあたっての審査基準については、本協会審

判委員会が定める。 

⑤ Ｄ級審判員の審判ライセンスは、Ｄ級審判ライセンス認定講習会において適格と認められた者に対して所

属の都道府県バスケットボール協会が認定する。なお、認定にあたっての審査基準については、本協会審

判委員会が定める。 

⑥ Ｅ級審判員の審判ライセンスは、Ｅ級審判ライセンス認定講習会において適格と認められた者に対して本

協会が認定する。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、本協会は、外国で審判資格を取得した者については、その技能により適切な

審判ライセンスを適宜認定することができる。 

 

第８条〔審判ライセンスの有効期間〕 

審判ライセンスの有効期間は、次のいずれか該当する種別に定めるとおりとする。 

種別 審判ライセンスを新規に取得する場合 審判ライセンスを更新する場合 

Ｓ級審判員 

Ａ級審判員 

Ｂ級審判員 

審判ライセンス認定日が属する年度の翌

年度の４月１日から当該年度の最終日（３

月３１日）まで 

４月１日から当該年度の最終日（３月３

１日）まで 

Ｃ級審判員 

Ｄ級審判員 

Ｅ級審判員 

審判ライセンス認定日から当該日が属す

る年度の翌年度以降最初に到来する西

暦奇数年度の最終日（３月３１日）まで 

西暦偶数年度の４月１日から翌年度

の最終日（３月３１日）まで 

 

第９条〔審判ライセンス認定講習会〕 

① 本協会は、Ｓ級審判ライセンス認定講習会を年１回以上、Ａ級審判ライセンス認定講習会を各ブロックにお

いてそれぞれ年１回以上、またＥ級審判ライセンス認定講習会を随時開催する。 

② 都道府県バスケットボール協会は、Ｂ級、C級およびＤ級審判ライセンス認定講習会をそれぞれ年１回以上開

催する。なお、当該講習会の開催基準については、本協会審判委員会が定める。 

③ 審判ライセンス認定講習会を受講しようとする者は、本協会審判委員会が定める受講条件を満たさなければ当

該講習会を受講することができない。 

④ 審判ライセンス認定講習会の受講者は、次のいずれか該当する種別に定める受講料を当該講習会主催協

会に納付しなければならない。（下記受講料は税別とする） 

種別 

一般 

（当該年度開始日（４月１日）現在に 

おいて、１８歳以上である受講者） 

Ｕ１８ 

（当該年度開始日（４月１日）現在に 

おいて、１８歳未満である受講者） 

Ｓ級審判ライセンス 

認定講習会 
２０,０００円 ― 

Ａ級審判ライセンス 

認定講習会 
７,０００円 ― 

Ｂ級審判ライセンス 

認定講習会 
５,０００円 １,０００円 

Ｃ級審判ライセンス 

認定講習会 
３,０００円 １,０００円 

Ｄ級審判ライセンス 

認定講習会 
３,０００円 １,０００円 

Ｅ級審判ライセンス 

認定講習会 
１,０００円 １,０００円 
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第１０条〔審判ライセンス更新講習会〕 

① 本協会は、審判員の技能の維持・向上および審判ライセンスの有効期間の更新を目的として、Ｓ級審判ラ

イセンス更新講習会を年２回以上、Ａ級審判ライセンス更新講習会を各ブロックにおいてそれぞれ年１回以

上、またＥ級審判ライセンス更新講習会を随時開催する。 

② 都道府県バスケットボール協会は、管轄する審判員の技能の維持・向上および審判ライセンスの有効期間

の更新を目的として、Ｂ級審判ライセンス更新講習会を年１回以上、Ｃ級およびＤ級審判ライセンス更新講

習会を、それぞれ２年に１回以上開催する。なお、当該講習会の開催基準については、本協会審判委員

会が定める。 

③ 審判ライセンス更新講習会を受講しようとする者は、本協会審判委員会が定める受講条件を満たさなければ当

該講習会を受講することができない。 

④ 審判ライセンス更新講習会の受講者は、次のいずれか該当する種別に定める受講料を当該講習会主催協

会に納付しなければならない。（下記受講料は税別とする） 

種別 

一般 

（当該年度開始日（４月１日）現在に 

おいて、１８歳以上である受講者） 

Ｕ１８ 

（当該年度開始日（４月１日）現在に 

おいて、１８歳未満である受講者） 

Ｓ級審判ライセンス 

更新講習会 
３５，０００円 ― 

Ａ級審判ライセンス 

更新講習会 
７,０００円 ― 

Ｂ級審判ライセンス 

更新講習会 
５,０００円 １,０００円 

Ｃ級審判ライセンス 

更新講習会 
３,０００円 １,０００円 

Ｄ級審判ライセンス 

更新講習会 
３,０００円 １,０００円 

Ｅ級審判ライセンス 

更新講習会 
１,０００円 １,０００円 

 

第１１条〔審判員の定年〕 

各ライセンス審判員の定年は、次のとおりとする。 

(1) S級および A級審判員は、満 55歳となった日が属する年度の最終日（3月 31日） 

(2) B級、C級、D級、E級審判員の定年は設けない。 

 

第３節 審判員の登録 

 

第１２条〔審判ライセンス取得者の登録義務〕 

本協会または都道府県バスケットボール協会より審判ライセンスを認定された審判員は、本協会に登録し、第１４条

〔審判員の登録料〕に規定する登録料を納付しなければならない。なお、登録手続きが完了しない限り、認定さ

れた審判ライセンスは有効とならない。 

 

第１３条〔審判員の新規登録・登録更新手続き〕 

審判員は、新規に登録する場合は本協会審判委員会が定める期限内に、登録を更新する場合は原則として毎

年前年度の３月末日までに、本協会の定める会員登録管理システムを使用し、登録料の納付を含めた本協会

への新規登録または登録更新手続きを完了しなければならない。 

 

第１４条〔審判員の登録料〕 

審判員は、次の各号のいずれか該当する種別に定める登録料を、毎年度本協会および所属する都道府県バス

ケットボール協会に納付しなければならない（下記登録料は税込とする）。 

（１）一般（当該年度開始日（４月１日）現在において、１８歳以上である審判員） 

種別 基本審判員登録料（年間） 
都道府県バスケットボール協会 

審判員登録料（年間） 

Ｓ級審判員 ２５,０００円 ５,０００円 
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Ａ級審判員 １０,０００円 ５,０００円 

Ｂ級審判員 ４,０００円 ４,０００円 

Ｃ級審判員 ３,０００円 ３,０００円 

Ｄ級審判員 ２,０００円 ２,０００円 

Ｅ級審判員 １,５００円 １,０００円 

（２）Ｕ１８（当該年度開始日（４月１日）現在において、１８歳未満である受講者） 

種別 基本審判員登録料（年間） 
都道府県バスケットボール協会 

審判員登録料（年間） 

Ｂ級審判員 １,０００円 無料 

Ｃ級審判員 １,０００円 無料 

Ｄ級審判員 １,０００円 無料 

Ｅ級審判員 １,０００円 無料 

 

第１５条〔審判員登録の変更・取消〕 

① 審判員は、所定の手続きにより、本協会への登録内容を変更し、または取り消すことができる。なお、変更・

取消の効力は、本協会が別途定める手順により承認した日をもって発生する。 

② 前項により登録審判員が本協会への登録を取り消した場合は、同時に審判ライセンスを失効するものとす

る。 

③ 登録審判員が本協会への登録を取り消しても、既に納付した登録料は返還しない。 

 

第１６条〔所属の変更〕 

審判員は、主たる審判活動の場を、所属する都道府県バスケットボール協会から他の都道府県バスケットボー

ル協会へ変更しようとする場合、「所属協会変更」申請を行い、変更前の都道府県バスケットボール協会および

変更後の都道府県バスケットボール協会の承認を得なければならない。 

 

第１７条〔第二審判登録〕 

審判員は、所属する都道府県バスケットボール協会に加え、恒常的に他の都道府県バスケットボール協会の管

轄エリアでも審判活動を行おうとする場合、「第二審判登録」申請を行い、所属する都道府県バスケットボール協

会および新たに審判活動を行おうとする都道府県の都道府県バスケットボール協会の承認を得ることで、審判

活動の場を広げることができる。 

 

 

第１８条〔審判活動の休止〕 

① 審判員は、長期で海外勤務をするために日本で審判活動ができない、もしくは長期の病気、怪我の治療ま

たは妊娠などのために審判活動ができないなど、やむを得ない理由がある場合、「審判活動休止」申請を

行い、審判活動を休止することができる。なお、休止しようとする場合は、所属する都道府県バスケットボー

ル協会の承認を得なければならない。 

② 休止期間は最長で、休止開始の後3年以内に終了する年度の最終日（３月３１日）までとする。 

③ 第1項の休止申請があった場合の審判ライセンスの有効期間は次の通りとする。 

(1) S級・A級・B級審判員  休止解除日の属する年度の最終日（３月３１日）までとする。 

(2) C級・D級・E級審判員  休止解除日の属する年度が奇数年度の場合は当該年度の最終日（３

月３１日）、偶数年度の場合は翌年度の最終日（３月３１日）までとする。 

④ 前項により審判活動を休止する審判員は、休止期間中、第１４条〔審判員の登録料〕に規定する本協会お

よび所属する都道府県バスケットボール協会への登録料の支払いを免除される。 

 

第４節 審判員の義務 

 

第１９条〔審判員の遵守義務〕 

審判員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。 

(1) 法令および本協会の各種規程・規則を遵守すること 

(2) 競技規則等を正しく理解し、常に公平公正な判定を行い、日本のバスケットボール発展に貢献すること 

(3) 所定の講習、研修会等に参加し、審判技能の向上に努めるとともに、審判員としての自覚と責任を持って
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行動すること 

(4) 試合に関して不正行為または操作を疑われることのないよう自らを厳しく律すること 

(5) 差別および暴力の根絶に向けた努力を継続すること 

(6) 暴力団など反社会的勢力とは一切関係を持たないこと 

(7) 暴力団など反社会的勢力との取引およびあらゆる不当要求を拒否すること 

 

第２０条〔審判員の服装〕 

審判員の服装は、シャツ、黒色の長ズボン、黒色のソックスおよび黒色のシューズとし、当該試合を担当する審

判員の服装は統一されていなければならない。 

 

第５節 審判員の資格適格性の再審査および指導 

 

第２１条〔審判員の資格適格性の再審査および指導〕  

① 本協会または都道府県バスケットボール協会は、管轄する審判員が次の各号に該当する場合、審判員の

資格適格性に対する再審査を行うことができる。 

(1) 第６条〔審判ライセンスの技能の区分〕に規定する技能を有すると認められない場合 

(2) 第１９条〔審判員の遵守義務〕に違反した場合 

(3) 第３８条〔懲罰〕に定める機関において懲罰が科せられた場合 

(4) その他審判員の資格適格性に疑義が生じた場合 

② 本協会または該当する都道府県バスケットボール協会は、前項の再審査の結果、審判員の資格適格性の

観点から、審判員へ次の各号の指導を行うことができる。ただし、前項第３号に該当する場合は当該機関に

よって科せられた懲罰を優先するものとし、当該懲罰事由と同一の事由をもって、重ねて指導を行うことは

できない。 

(1) 注意（口頭による注意） 

(2) 厳重注意（文書による注意） 

(3) 審判ライセンスの停止（一定期間の審判ライセンスの停止） 

(4) 審判ライセンスの降級（下位の審判ライセンスへの変更） 

(5) 審判ライセンスの失効 

(6) 前５号に代えて、または併科し、一定期間の社会奉仕活動への従事、書面による反省文の提出その他必

要な指導 

 

第６節 審判インストラクターの資格（認定・更新） 

 

第２２条〔審判インストラクターライセンスの種類〕 

本協会が認定および管轄する審判インストラクターライセンスの種類は、次の４種類とする。 

(1) Ｔ級審判インストラクター 

(2) １級審判インストラクター 

(3) ２級審判インストラクター 

(4) ３級審判インストラクター 

 

第２３条〔審判インストラクターライセンスの技能の区分〕 

① Ｔ級審判インストラクターは、Ｔ級以下の審判インストラクターおよびＳ級以下の審判員の指導、ならびに１

級以下の審判インストラクターおよびＳ級以下の審判員の評価審査を務める技能を有する者とする。 

② １級審判インストラクターは、１級以下の審判インストラクターおよびＳ級以下の審判員の指導、ならびに２級

以下の審判インストラクターおよびＡ級以下の審判員の評価審査を務める技能を有する者とする。 

③ ２級審判インストラクターは、２級以下の審判インストラクターおよびＡ級以下の審判員の指導、ならびに３級

の審判インストラクターおよびＢ級以下の審判員の評価審査を務める技能を有する者とする。 

④ ３級審判インストラクターは、３級の審判インストラクターおよびＢ級以下の審判員の指導、ならびにＣ級 以

下の審判員の評価審査を務める技能を有する者とする。 

 

第２４条〔審判インストラクターライセンスの認定〕 
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① Ｔ級審判インストラクターのライセンスは、本協会から推薦された者のうちから、Ｔ級審判インストラクターライ

センス認定講習会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

② １級審判インストラクターのライセンスは、本協会から推薦された者のうちから、１級審判インストラクターライ

センス認定講習会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

③ ２級審判インストラクターのライセンスは、本協会から推薦された者のうちから、２級審判インストラクターライ

センス認定講習会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

④ ３級審判インストラクターのライセンスは、所属の都道府県バスケットボール協会から推薦された者のうちから、

３級審判インストラクターライセンス認定講習会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、本協会は、外国で審判インストラクター等の資格を取得した者については、そ

の技能により適切な審判インストラクターライセンスを適宜認定することができる。 

 

第２５条〔審判インストラクターライセンスの有効期間〕 

審判インストラクターライセンスの有効期間は、次のいずれか該当する種別に定めるとおりとする。 

(1) 審判インストラクターライセンスを新規に取得する場合は、ライセンス認定日から当該日が属する年度の最

終日（３月３１日）まで 

(2) 審判インストラクターライセンスを更新する場合は、４月１日から当該年度の最終日（３月３１日）まで  

 

第２６条〔審判インストラクターライセンス認定講習会〕 

① 本協会は、Ｔ級、１級および２級審判インストラクターライセンス認定講習会をそれぞれ年１回以上、３級審

判インストラクターライセンス認定講習会を随時開催する。 

② 審判インストラクターライセンス認定講習会を受講しようとする者は、本協会審判委員会が定める受講条件

を満たした者のうち、Ｔ級、１級および２級審判インストラクターライセンス認定講習会は本協会、３級審判イ

ンストラクターライセンス認定講習会は所属の都道府県バスケットボール協会の推薦がなければ当該講習

会を受講することができない。 

③ 審判インストラクターライセンス認定講習会の受講者は、次の各号のいずれか該当する種別に定める受講

料を当該講習会主催協会に納付しなければならない。（下記受講料は税別とする） 

(1) Ｔ級審判インストラクター認定講習会 ２０,０００円 

(2) １級審判インストラクター認定講習会 ５,０００円 

(3) ２級審判インストラクター認定講習会 ４,０００円 

(4) ３級審判インストラクター認定講習会 ２,０００円  

 

第２７条〔審判インストラクターライセンス更新講習会〕 

① 本協会は、審判インストラクターの技能の維持・向上およびライセンスの有効期間の更新を目的として、Ｔ級

審判インストラクターライセンス更新講習会を年２回以上、１級および２級審判インストラクターライセンス更

新講習会をそれぞれ年１回以上、３級審判インストラクターライセンス更新講習会を随時開催する。 

② 審判インストラクターライセンス更新講習会を受講しようとする者は、本協会審判委員会が定める受講条件

を満たさなければ当該講習会を受講することができない。 

③ 審判インストラクターライセンス更新講習会の受講者は、次の各号のいずれか該当する種別に定める受講

料を当該講習会主催協会に納付しなければならない。（下記受講料は税別とする） 

(1) T級審判インストラクター更新講習会 ２０,０００円 

(2) １級審判インストラクター更新講習会 ５,０００円 

(3) ２級審判インストラクター更新講習会 ４,０００円 

(4) ３級審判インストラクター更新講習会 ２,０００円 

 

第２８条〔審判インストラクターの定年〕 

各ライセンスの審判インストラクターの定年は、次のとおりとする。 

(1) T級審判インストラクターは、満 65歳となった日が属する年度の最終日（3月 31日） 

(2) 1級、2級、3級審判インストラクターは、満 70歳となった日が属する年度の最終日（3月 31日） 

 

第７節 審判インストラクターの登録 

 

第２９条〔審判インストラクターライセンス取得者の登録義務〕 

本協会よりライセンスを認定された審判インストラクターは、本協会に登録し、第３１条〔審判インストラクターの登
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録料〕に規定する登録料を納付しなければならない。なお、登録手続きが完了しない限り、認定された審判イン

ストラクターライセンスは有効とならない。 

 

第３０条〔審判インストラクターの新規登録・登録更新手続き〕 

審判インストラクターは、新規に登録する場合は本協会審判委員会が定める期限内に、登録を更新する場合は

原則として毎年前年度の３月末日までに、本協会の定める会員登録管理システムを使用し、登録料の納付を含

めた本協会への新規登録または登録更新手続きを完了しなければならない。 

 

第３１条〔審判インストラクターの登録料〕 

審判インストラクターは、次のいずれか該当する種別に定める登録料を、毎年度本協会および所属する都道府

県バスケットボール協会に納付しなければならない（下記登録料は税込とする）。 

 

種別 
基本審判インストラクター 

登録料（年間） 

都道府県バスケットボール協会 

審判インストラクター登録料（年間） 

Ｔ級審判インストラクター ８,０００円 ２,０００円 

１級審判インストラクター ４,０００円 １,０００円 

２級審判インストラクター ３,０００円 １,０００円 

３級審判インストラクター １,５００円 ５００円 

 

第３２条〔審判インストラクター登録の変更・取消〕 

① 審判インストラクターは、所定の手続きにより、本協会への登録内容を変更し、または取り消すことができる。

なお、変更・取消の効力は、本協会が別途定める手順により承認した日をもって発生する。 

② 前項により登録審判インストラクターが本協会への登録を取り消した場合は、同時に審判インストラクターラ

イセンスを失効するものとする。 

 

第３３条〔所属の変更〕  

審判インストラクターは、主たる活動の場を、所属する都道府県バスケットボール協会から他の都道府県バスケッ

トボール協会へ変更しようとする場合、「所属協会変更」申請を行い、変更前の都道府県バスケットボール協会

および変更後の都道府県バスケットボール協会の承認を得なければならない。 

 

第３４条〔審判インストラクター活動の休止〕  

① 審判インストラクターは、長期で海外勤務をするために日本で審判インストラクター活動ができない、もしく

は長期の病気、怪我の治療または妊娠などのために審判インストラクター活動ができないなど、やむを得な

い理由がある場合、「審判インストラクター活動休止」申請を行い、審判インストラクター活動を休止すること

ができる。なお、休止しようとする場合は、所属する都道府県バスケットボール協会の承認を得なければな

らない。 

② 休止期間は最長で、休止開始の後3年以内に終了する年度の最終日（３月３１日）までとする。 

③ 第1項の休止申請があった場合の審判インストラクターライセンスの有効期間は、休止解除日の属する年度

の最終日（３月３１日）までとする。 

④ 前項により審判インストラクター活動を休止する審判員は、休止期間中、第３１条〔審判インストラクターの登

録料〕に規定する本協会および所属する都道府県バスケットボール協会への登録料の支払いを免除され

る。 

 

第８節 審判インストラクターの義務 

 

第３５条〔審判インストラクターの遵守義務〕 

審判インストラクターは、次の各号の事項を遵守しなければならない。 
(1) 法令および本協会の各種規程・規則を遵守すること 

(2) 競技規則等を正しく理解し、常に公平公正な判定を行うよう審判員を指導し、日本のバスケットボール発展

に貢献すること 

(3) 所定の講習、研修会等に参加し、審判インストラクター技能の向上に努めるとともに、審判インストラクターと

しての自覚と責任を持って行動すること 

(4) 試合に関して不正行為または操作を疑われることのないよう自らを厳しく律すること 
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(5) 差別および暴力の根絶に向けた努力を継続すること 

(6) 暴力団など反社会的勢力とは一切関係を持たないこと 

(7) 暴力団など反社会的勢力との取引およびあらゆる不当要求を拒否すること 

 

第９節 審判インストラクターの資格適格性の再審査および指導 

 

第３６条〔審判インストラクターの資格適格性の再審査および指導〕  

① 本協会または都道府県バスケットボール協会は、次の各号に該当する場合、審判インストラクターの資格適

格性に対する再審査を行うことができる。 

(1) 第２３条〔審判インストラクターライセンスの技能の区分〕に規定する技能を有すると認められない場合  

(2) 第３５条〔審判インストラクターの遵守義務〕に違反した場合  

(3) 第３８条〔懲罰〕に定める機関において懲罰が科せられた場合  

(4) その他審判インストラクターの資格適格性に疑義が生じた場合 

② 本協会または都道府県バスケットボール協会は、前項の再審査の結果、審判インストラクターの資格適格

性の観点から、審判インストラクターへ次の指導を行うことができる。ただし、前項第３号に該当する場合は

当該機関によって科せられた懲罰を優先するものとし、当該懲罰事由と同一の事由をもって、重ねて指導

を行うことはできない。 

(1) 注意（口頭による注意） 

(2) 厳重注意（文書による注意） 

(3) 審判インストラクターライセンスの停止（一定期間の審判インストラクターライセンスの停止） 

(4) 審判インストラクターライセンスの降級（下位の審判インストラクターライセンスへの変更） 

(5) 審判インストラクターライセンスの失効 

(6) 前５号に代えて、または併科し、一定期間の社会奉仕活動への従事、書面による反省文の提出その他必

要な指導 
 

第１０節 審判員および審判インストラクターの表彰ならびに懲罰 

 

第３７条〔表 彰〕 

本協会は、審判技術の向上等に著しく貢献のあった審判員および審判インストラクターを表彰することができる。 

 

第３８条〔懲 罰〕 

本協会の規律委員会または裁定委員会もしくは本協会の規律委員会または裁定委員会から懲罰権を委任され

た都道府県バスケットボール協会等の規律委員会は、基本規程第１０章の規定に従い、審判員または審判イン

ストラクターに対して懲罰を科すことができる。 

 

第１１節 審判員および審判インストラクターの謝金等 

 

第３９条〔審判員の謝金等〕 

本協会および都道府県バスケットボール協会の主催する競技会における審判員の審判業務に対する謝金また

は手当等の金額は、各競技会の主管者が定める規定を適用するものとする。 

 

第４０条〔審判インストラクターの謝金〕 

本協会が指定する競技会、講習会または研修会における審判インストラクターの指導・評価審査業務に対する

謝金の金額は、別表１のとおりとする。 

 

第４１条〔国内で行われる国際試合の謝金等〕 

前２条にかかわらず、国際バスケットボール連盟（以下「ＦＩＢＡ」という）の定める公式国際試合またはＦＩＢＡから

派遣された外国人審判員または外国人審判インストラクターの参加する国際試合における審判員および審判イ

ンストラクターの謝金等の金額は、ＦＩＢＡが定める規定を適用するものとする。 

 

第１２節 附則 

 

第４２条 〔改 廃〕 
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本規程の改廃は、理事会の議決に基づきこれを行う。 

 

第４３条［所 管］ 

本規程は、審判グループが所管する。 

 

第４４条 〔施 行〕 

本規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

２０１９年１１月１４日一部改定 

２０２０年１２月２２日一部改定 

２０２５年 ２月 ６日一部改定 

２０２６年 ３月１８日一部改定 
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別表 1.審判インストラクター謝金額一覧 

 区分 
謝金額 

（税込） 
単位 講習会・研修会・競技会等 業務 資格 

１ トップリーグインストラク

ター 

１５,０００

円 

１試合 Ｂリーグ、Ｗリーグ 評価、指導 Ｔ級審判インストラク

ター 

２ トップリーグに関わる講

習会、研修会 

１０,０００

円 

１日 ＷＪＢＬサマーキャンプ

等 

講義（資料作成含）、

評価、審査、指導 

Ｔ級審判インストラク

ター 

３ 全国大会等派遣講師 １０,０００

円 

１日 インターハイ等 講義（資料作成含）、

評価、審査、指導 

１級審判インストラク

ター以上 

４ ＪＢＡ派遣による都道府

県講習会 

１０,０００

円※１ 

１日 都道府県バスケットボ

ール協会主催講習会 

講義（資料作成含）、

評価、審査、指導 

１級審判インストラク

ター以上 

５ ＦＩＢＡライセンスに関わ

る審査会、講習会、研

修会 

１０,０００

円 

１日 ＦＩＢＡライセンス国内

推薦選考会等 

講義（資料作成含）、

評価、審査、指導 

Ｔ級審判インストラク

ター 

６ Ｓ級審判員に対する講

習会、研修会 

１０,０００

円 

１日 Ｓ級更新講習会 講義（資料作成含） １級審判インストラク

ター以上 ※２ 

７ Ｓ級審判ライセンス昇格

に関する審査会 

１０,０００

円 

１日 Ｓ級審査会 評価、審査 Ｔ級審判インストラク

ター 

８ Ａ級審判員に対する講

習会、研修会 

８,０００ 

円 

１日 Ａ級更新講習会、Ｓ級

への推薦選考会 

講義（資料作成含）、

指導、評価、審査 

２級審判インストラク

ター以上 

９ Ａ級審判ライセンス昇格

に関する審査会 

６,０００ 

円 

１日 Ａ級審査会 評価、審査 ２級審判インストラク

ター以上 

１０ Ｂ級審判員に対する講

習会、研修会 

５,０００ 

円 

１日 Ｂ級更新講習会、Ａ級

への推薦選考会 

講義（資料作成含）、

指導、評価、審査 

３級審判インストラク

ター以上 

１１ Ｂ級審判ライセンス昇格

に関する審査会 

４,０００ 

円 

１日 Ｂ級審査会 評価、審査 ３級審判インストラク

ター以上 

１２ Ｃ・Ｄ級審判員に対する

講習会、研修会 

３,０００ 

円 

１日 Ｃ・Ｄ級更新講習会、Ｂ

級への推薦選考会 

講義（資料作成含）、

指導、評価、審査 

３級審判インストラク

ター以上 

１３ Ｃ･Ｄ級審判ライセンス

昇格に関する審査会 

３,０００ 

円 

１日 Ｃ・Ｄ級審査会 評価、審査 ３級審判インストラク

ター以上 

１４ Ｔ級審判インストラクター

に関する講習会、研修

会 

１０,０００

円 

１日 Ｔ級更新講習会、Ｔ級

認定講習会 

講義（資料作成含） ・ＦＩＢＡインストラクタ

ー 

・Ｔ級審判インストラ

クター所有部会長以

上 

１５ １級審判インストラクター

に関する講習会、研修

会 

１０,０００

円 

１日 １級更新講習会、１級

認定講習会 

講義（資料作成含） Ｔ級審判インストラク

ター 

１６ ２級審判インストラクター

に関する講習会、研修

会 

８,０００ 

円 

１日 ２級更新講習会、２級

認定講習会 

講義（資料作成含） １級審判インストラク

ター以上 

１７ ３級審判インストラクター

に関する講習会、研修

会 

ｅラーニングにより実施 
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注：競技会における審判主任業務に対しての謝金は支給しない。講習会・研修会の講師および審査員の場合

のみ支給する。 

※１ ＪＢＡからの講師派遣で都道府県バスケットボール協会が謝金支給する場合において、インターハイ・国ス
ポ等開催地実行委員会の謝金規程があるときは、当該規定額を優先して適用する。 

※２ 1 級審判インストラクターが S 級対象講習会の講師を担当する場合、JBA テクニカル部会または講習会主催団体
が指名した者とする。 


